
消防団活動における熱中症対策について 

 
気温が高い時期の訓練、火災対応等においては、各自、下記の３点を念頭に、各自熱中症

対策を実施すること。 

① 各自飲み物を持参し、適時水分補給をすること 

② 小隊長、分団長の管理のもと、交代で休憩を取りながら作業をすること 

③ 体調不良等異常を感じた場合は速やかに作業を中止し、他の団員、分団長、小隊長等 
（現場統括者）に報告。 涼しい場所に移動し、身体冷却、水分補給を行うこと 

 
※身体冷却の例：衣服を緩めて風を送る、全身に水を被る、アイスバッグ等で首、腋の下、

足の付け根等を冷却する等など。 
 
なお、熱中症の恐れがある者を発見した団員は、下記のフロー図により対応すること 

熱中症が疑われる症状例 

【他覚症状】 

ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、

痙攣等 

【自覚症状】 

 めまい、筋肉痛・筋肉の硬直（こむら返り）、

頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温等 

「意識の有無」だけで判断するのではなく、 

①返事がおかしい 

②ぼーっとしている 

など、普段と様子が違う場合も異常等として

取り扱うことが適当。 

判断に迷う場合は救急隊を要請 

異常等あり 

並行して 

異常等なし 

できる できない 

回復しない、症状悪化 

医療機関までの搬送中や経過観察中は、 

一人にしない（誰かが付き添う） 

熱中症の恐れがある者を発見 

経過観察 

分団長、 

小隊長等への伝達 

（現場を統括している者） 

医療機関への搬送 

作業離脱、身体冷却 

意識の異常等 

自力での水分摂取 

救急隊要請 

回復 回復 

連絡担当を決め、症状が回復した後も定期的に連絡を取る。 

※回復後の体調急変等により症状が悪化するケースがあるため 


